
１　総括１　総括１　総括１　総括

　(1) 人件費の状況（普通会計決算）　(1) 人件費の状況（普通会計決算）　(1) 人件費の状況（普通会計決算）　(1) 人件費の状況（普通会計決算）

　(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）　(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）　(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）　(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成25年４月１日現在の人数である。

      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数

      　には当該職員を含んでいない。

　(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）　(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）　(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）　(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注）１  　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の

　　　　　　　職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員

　　　　　　　の俸給月額を100として計算した指数。

　　　　　２　　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したもの

　　　　　　　である。

　　　　　３　　平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置

　　　　　　　がないとした場合の値である。

　(4) 特記事項　(4) 特記事項　(4) 特記事項　(4) 特記事項

　　　　特になし

Ｂ／Ａ

6,0141,296,681

計　　Ｂ期末・勤勉手当給　 料

（参考）類似団体平均

一人当たり給与費

給　　与　　費

329,794 466,348 5,607

3.74.6

職員手当

348

（参考）一人当たり給与費

　　　　　　Ａ

平成

25年度

3,289,335

2,092,823

職員数

39,134 70,803,575

人　

　　　　　　Ｂ

（参考）

　　　　　Ｂ／Ａ　　　

人件費率

平成24年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％％

人件費区　　分 歳出額　

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

大船渡市の給与・定員管理等について

実質収支

平成

25年度

区分

千円　 千円　

（平成26年1月1日）

千円　

13,405,258
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

　(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成　(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成　(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成　(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成26年26年26年26年４月１日現在）４月１日現在）４月１日現在）４月１日現在）

　　　　①一般行政職　　　　①一般行政職　　　　①一般行政職　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職　　　　②技能労務職　　　　②技能労務職　　　　②技能労務職

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時　　　　　 

      ３　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを用いている。

      ３　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを用いている。

      ４　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点に

　(2) 職員の初任給の状況（平成26年４月１日現在）　(2) 職員の初任給の状況（平成26年４月１日現在）　(2) 職員の初任給の状況（平成26年４月１日現在）　(2) 職員の初任給の状況（平成26年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

　(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成26年４月１日現在）　(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成26年４月１日現在）　(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成26年４月１日現在）　(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成26年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）　技能労務職（高校卒）の経験年数10年、20年、25年、30年に相当する該当者はいない。

－

自家用乗

用自動車

運転手

      　　（平成23年～25年の3ヶ年平均）

－

対応する民間

の類似職種

359,079円

－

390,740329,433

310,875

平均給与月額

Ｂ

平均給料月額

－324,410円

343,550円

職員数

16人 調理士

54.9歳

国

50.2歳

4人

344,407円

310,621円

－技能労務職

平均給与月額

（国比較ベース）

408,472

－

43.7歳

民　　　間

うち自動車運転手

－

－

－－

397,778

46.7歳 369,675円 177,600円

300人

平均

年齢

21人

172,200

323,268円

－

－

－

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤

国

一般行政職

岩 手 県

　　　　ているものである。　　　　　 

140,100

（注）１　「平均給料月額」とは、平成26年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手　　　　 

161,600

287,992円

43人

用務員

355,943円 336,665円

199,300円54.3歳

Ａ/Ｂ

－

－

172,200

      ３　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを用いている。

－

50.1歳 3,119人

      ４　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全

大船渡市

17人うち学校用務員

336,564円

140,100

137,200137,200

326,611円

　　　　務手当等を除いたもの）で算出している。

425,828円

岩手県

　　　　当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされ

岩手県

49.6歳

区 分

高校卒

類似団体

高校卒

－

－

323,071円

平均給与月額

Ａ

336,553円

類似団体 372,857

うち給食調理員

平均

年齢

335,000

42.7

大船渡市

309,100円

320,225

386,361 334,222

平均給与月額

国

区　分

50.5歳 332,800円

345,804

324,002円

347,172円

41.8

平均給料月額

平均給与月額

（国比較ベース）

361,678

区 分

大船渡市

平均年齢

43.9

316,189

332,949

経験年数20年

140,100

大学卒

高校卒

経験年数25年経験年数10年

331,738円

43.5 －

区　　分

48.2歳

一般行政職

公　　務　　員

46.4歳

1.72

1.69

201,700円

参考

2.40

　　　  に一致しているものではない。

－

367,367

経験年数30年

369,050336,567

－ －技能労務職

大学卒

高校卒

264,180

234,600

－
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３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況

　 (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成26年４月１日現在）(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成26年４月１日現在）(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成26年４月１日現在）(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成26年４月１日現在）

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％

  

(注)　平成18年に、８級制から６級制に変更した。（旧給料表の１級及び２級を１級に、４級及び５級を

　　３級にそれぞれ統合した。）

　(2) 昇給への勤務成績の反映状況　(2) 昇給への勤務成績の反映状況　(2) 昇給への勤務成績の反映状況　(2) 昇給への勤務成績の反映状況

10.6

8

６ 級 33部長、室長、課長

312

４ 級

２ 級

構成比

係長、主任、技師

主事、技師

区　　分 職員数

主事、技師

標準的な職務内容

５ 級

１ 級

３ 級

31

28

147

65

課長、技監

 　大船渡市一般職の職員の給与に関する条例第５条第５項では、「職員の昇給は規則で定める日に、同日前

 １年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。」と定められています。

　 平成18年４月から、これまでの特別昇給と普通昇給を統合し、昇給の区分を５段階設けることにより、職

 員の勤務成績が適切に反映される新たな昇給制度が導入されました。

 　現在は、その制度への移行期間であることから、これまでの勤務成績評定を活用しているとともに、休職

 した職員や懲戒処分を受けた職員に対しては、昇給を抑制する形で運用しています。

（注）１　大船渡市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

243,700

307,800

222,900 354,700

388,300

403,200

135,6009.9

320,600

47.1

最高号給の給料月額

422,600

1号給の給料月額

計 100.0

2.6

185,800

261,900

289,200

20.8課長補佐、主幹、係長、主査

9.0
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４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況

　(1) 期末手当・勤勉手当　(1) 期末手当・勤勉手当　(1) 期末手当・勤勉手当　(1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（平成25年度） １人当たり平均支給額（平成25年度）

千円 千円

（平成25年度支給割合） （平成25年度支給割合） （平成25年度支給割合）

　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

【参考】 勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）【参考】 勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）【参考】 勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）【参考】 勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

　(2) 退職手当（平成26年４月１日現在）　(2) 退職手当（平成26年４月１日現在）　(2) 退職手当（平成26年４月１日現在）　(2) 退職手当（平成26年４月１日現在）

 勤続20年 月分 月分  勤続20年 月分 月分

 勤続25年 月分 月分  勤続25年 月分 月分

 勤続35年 月分 月分  勤続35年 月分 月分

 最高限度額 月分 月分  最高限度額 月分 月分

 その他の加算措置  その他の加算措置

千円

　(3) 地域手当（平成26年４月１日現在）　(3) 地域手当（平成26年４月１日現在）　(3) 地域手当（平成26年４月１日現在）　(3) 地域手当（平成26年４月１日現在）

 支給していない。

　(4) 特殊勤務手当（平成26年４月１日現在）　(4) 特殊勤務手当（平成26年４月１日現在）　(4) 特殊勤務手当（平成26年４月１日現在）　(4) 特殊勤務手当（平成26年４月１日現在）

千円

千円

千円

手当の種類（手当数）

　　定年前早期退職特例措置　（割増率2％～45％）

11,464

36.57

52.44

52.4452.44

　　定年前早期退職特例措置　（割増率2％～45％）

(注)　(　)内は、再任用職員に係る支給割合である。

主な支給対象業務

52.44

30.82

大船渡市 国

21.62 27.025 21.62

2.55 1.35

職制上の段階、職務の級等による加算措

置

　・役職加算　5％～20％

　・管理職加算　10％～25％

2.55

(1.40)

1.35

30.82

43.70

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成25年度に退職した職員に支給された平均額である。

36.57

1,630

2.60

(0.65) (1.40)

職制上の段階、職務の級等による加算

措置

　・役職加算　5％～15％

職制上の段階、職務の級等による加算措

置

　・役職加算　5％～20％

　・管理職加算　10％～25％

1.35

大船渡市

1,323

(0.65) (1.45) (0.65)

国

１人当たり平均支給額　　　　

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成25年度）

1,185

21,161

13.9

左記職員に対する支給単価

 検査・健診業務

種類

　円支給職員１人当たり平均支給年額（平成25年度決算）

支給実績（平成25年度決算）

　％

岩 手 県

52.44

－

12

主な手当の名称

　 平成18年４月以降、勤勉手当の成績率及び人員分布率が新たに定められ、公務における成績主義の推進等

 の観点から、職員の勤務成績に応じた支給を実現できる制度となりました。

　 しかし、職員が著しく少数であること等により、この制度の活用が適さない場合には、市長が別に定める

 こととされており、当市においては、職員個々に較差をつけるだけの明確な基準がないことから、従来の成

 績率の算定制度を活用することと定め運用しています。

　保健師及び看護師

支給実績

（平成25年度決算）

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　      勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　自己都合　　      応募認定・定年

52.44

43.70

27.025

　月額　2,200円

　月額　2,000円

　賦課徴収手当

　保健業務手当

641

336

 税の賦課・徴収業務

主な支給対象職員

　税務担当職員
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　(5) 時間外勤務手当　(5) 時間外勤務手当　(5) 時間外勤務手当　(5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日

　　　　現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であ

　　　　り、短時間勤務職員を含む。

　(6) その他の手当（平成26年４月１日現在）　(6) その他の手当（平成26年４月１日現在）　(6) その他の手当（平成26年４月１日現在）　(6) その他の手当（平成26年４月１日現在）

円

円

円

円

円

住居手当

398

164,227

－

国の制度と

異なる内容

83,974

341,349

236,822

千円

平均支給年額

千円

支給実績（平成24年度決算）

147,032支給実績（平成25年度決算）

－

国の制度

との異同

借家・借間に居住する職員

　（ア）家賃が月額23,000円

　　　以下＝家賃-12,000円

　（イ）家賃が月額23,000円超

　　＝（家賃-23,000円）÷2

　　＋11,000円

　　※27,000円を限度

同じ

手　当　名

１　交通機関を利用して通勤

　＝運賃に応じ最高月額

　　　　　　　　　　55,000円まで

２　自家用車などで通勤

　＝通勤距離に応じ最高

　　　　　　　　　　33,000円まで

管理職手当

職員１人当たり平均支給年額（平成25年度決算）

40,799

6,885

490

支給職員１人当たり

千円

管理又は監督の地位にある

職員に支給

（月額27,100円～133,600円）

（平成25年度決算）

362,368

同じ

扶養手当 206,056

千円

10,657

単身赴任手当

28,971

－ 千円

月額23,000円

距離に応じて

6,000円～45,000円を加算

１　部長級

　　　＝給料月額の12％

２　課長級

　　　＝給料月額の10％

職員１人当たり平均支給年額（平成24年度決算）

同じ

内容及び支給単価

１　交通機関を利用して通勤

　＝運賃に応じ最高月額

　　　　　　　　　　55,000円まで

２　自家用車などで通勤

　＝通勤距離に応じ最高

　　　　　　　　　　31,600円まで

支給実績

（平成25年度決算）

１　配偶者＝13,000円

２　配偶者以外の扶養親族

　１人につき＝6,500円

　※　配偶者がない場合、

　　　1人目の扶養親族は

　　　　　　　　　　　　11,000円

　　2人目以降は 6,500円

　※　満16歳年度から満22歳

　　年度までの子１人につき

　　　　　　　　＝5,000円加算

通勤手当

14,678

5



５　特別職の報酬等の状況（平成26年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（平成26年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（平成26年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（平成26年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

６　職員数の状況６　職員数の状況６　職員数の状況６　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

保健介護センターへの所属替に伴う職員減

災害廃棄物処理業務の縮小に伴う職員減

教育部門

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

85

一

 

般

 

行

 

政

 

部

 

門

退職者不補充等

16

　下水道

合　　計

404

〔512〕

　水　道

　その他

52

　　　２ 〔　〕内は、条例定数の合計である。

小　計

小　計

　病　院

19

退

職

手

当

57

　農林水産

60

　労　働

18

普

 

通

 

会

 

計

 

部

 

門

期

末

手

当

主 な 増 減 理 由

　　（平成25年度支給割合）

180,000

新設したマイナンバー対策室への職員配置等

15

10

0

13

退任時に支給

<参考：一般行政>

　人口1万人当たりの職員数　　　 　　　 　　68.23人

　（類似団体の人口１万人当たりの職員数　71.69人）

2

0

0

　土　木

85

85

小　計

34

11

　商　工

△ 1

市 長

2

13

　税　務

　民　生

93　総　務

　衛　生

給料月額×42.5/100×勤続月数

副 市 長

90

19

平成25年

24

　　　　　　　　区　　分

　部　　門 平成26年

5　議　会

議 長

675,000

報

　

酬

392,000

339,000

5

給料月額×24.5/100×勤続月数

545,000

副 議 長

議 員 442,000

　（支給時期）

副 議 長

議 員

議 長

320,000

2.90

　　（平成25年度支給割合）

3

816,000

19

副 市 長 483,000

230,000

200,000474,000

市 長

給

　

料

259,000

（参考）類似団体における最高／最低額

給　料　月　額　等

16 0

264

0

816,000

3

85

267

33

職　員　数

対前年

増減数

（算定方式）

市 長

△ 125

△ 1

0

55 △ 3

404

〔512〕

0

<参考：普通会計>

　人口1万人当たりの職員数　　　　　　　　　89.95人

　（類似団体の人口1万人当たりの職員数　93.66人）

0

0

3

会

計

部

門

公

営

企

業

等

11

退職者不補充

用地買収・土地区画整理等、復興事業への職員配置

18 △ 3

10 0

退任時に支給

989,000

区　分

副 市 長 2.90

6



　(2) 年齢別職員構成の状況（平成26年４月１日現在）　(2) 年齢別職員構成の状況（平成26年４月１日現在）　(2) 年齢別職員構成の状況（平成26年４月１日現在）　(2) 年齢別職員構成の状況（平成26年４月１日現在）

　

　(3) 職員数の推移　(3) 職員数の推移　(3) 職員数の推移　(3) 職員数の推移

７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業　(1)　水道事業　(1)　水道事業　(1)　水道事業

　　① 職員給与費の状況　　① 職員給与費の状況　　① 職員給与費の状況　　① 職員給与費の状況

　　　ア　決算　　　ア　決算　　　ア　決算　　　ア　決算

千円 千円 千円 ％ ％

純損益又は実質

収支

13.212.5

（注)　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数である。

82,018 68,035

総費用に占める

職員給与費比率

　　　　　　　　Ｂ／Ａ

（参考）

平成24年度の総費用に

占める職員給与費比率

職員給与費

　　　　　　　　　　　Ｂ

区分

総費用

　　Ａ

269

55

総 合 計 415

普通会計計

教　　育

一般行政 268

412

公営企業等会計計

年度

部門別

平成

25年度
545,473

平成21年

57

264

平成25年 平成26年

（単位：人・％）

平成22年 平成23年 平成24年

88 83

352358 357 364 342

90 88

52

△ 5 （△5.6％）

△ 6

（△8.8％）

85

（△1.7％）

△ 5

276 259 △ 1

△ 11 （△2.7％）

267

85

404

（△0.4％）

404

56 53 55

349

過去５年間の

増減数 (率)

420 395

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

.

2

4

8

2

.

2

3

3

8

.

1

8

9

7

.

6

9

2

8

.

1

8

9

1

1

.

6

6

3

1

6

.

1

2

9

1

1

.

9

1

1

1

5

.

3

8

5

1

1

.

6

6

3

6

.

2

0

4

平成26年の

構成比

平成21年の

構成比

%

（例）

661 16 26 27 27 3 403

人 人人

63 55 49

以上

人 人人 人

30

職員数

人 人 人 人 人

40

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 59歳43歳

56歳 60歳

～～～～ ～～区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳

人

47歳 51歳 55歳

～～

36歳 40歳 44歳 48歳 52歳

～～
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人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数は、平成26年３月31日現在の人数である。

　　　イ　特記事項　　　イ　特記事項　　　イ　特記事項　　　イ　特記事項

　 特になし

　　② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成26年４月１日現在）　　② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成26年４月１日現在）　　② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成26年４月１日現在）　　② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成26年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

　　③ 職員の手当の状況　　③ 職員の手当の状況　　③ 職員の手当の状況　　③ 職員の手当の状況

　　　ア　期末手当・勤勉手当　　　ア　期末手当・勤勉手当　　　ア　期末手当・勤勉手当　　　ア　期末手当・勤勉手当

（平成25年度支給割合） （平成25年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　5％～15％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　　イ　退職手当（平成26年４月１日現在）　　　イ　退職手当（平成26年４月１日現在）　　　イ　退職手当（平成26年４月１日現在）　　　イ　退職手当（平成26年４月１日現在）

 勤続20年 月分 月分  勤続20年 月分 月分

 勤続25年 月分 月分  勤続25年 月分 月分

 勤続35年 月分 月分  勤続35年 月分 月分

 最高限度額 月分 月分  最高限度額 月分 月分

 その他の加算措置  その他の加算措置

千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成25年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　　ウ　地域手当（平成26年４月１日現在）　　　ウ　地域手当（平成26年４月１日現在）　　　ウ　地域手当（平成26年４月１日現在）　　　ウ　地域手当（平成26年４月１日現在）

　 支給していない

(0.65)

1.352.60

52.44

52.44

36.57

大船渡市水道事業所

大船渡市水道事業所

2.55

21.62

　　定年前早期退職特例措置　（割増率2％～45％）

41.0

45.0 342,822

団 体 平 均

1,284

27.02527.025

１人当たり平均支給額　　　　0

52.44

52.44

43.70

30.82

団 体 平 均

21.62

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　      応募認定・定年

36.57

平均月収額

304,213

12 43,807

期末・勤勉手当 計　　　Ｂ

（参考）類似団体平均給　与　費

　　　　　　区　　分

5,67015,412

一人当たり給与費

68,0358,816

平均年齢 基本給

平成

25年度
6,123

給　 料 職員手当 一人当たり給与費

１人当たり平均支給額　　　　

　　定年前早期退職特例措置　（割増率2％～45％）

13,934

43.70

52.44 52.44

30.82

509,358

大船渡市水道事業所

(1.40) (0.65)

千円

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　          勧奨・定年

(1.45)

１人当たり平均支給額（平成25年度）

1.35

団 体 平 均

1,456

411,238

　　　　　　Ｂ／Ａ

区分 職員数

　　　　　　Ａ

千円１人当たり平均支給額（平成25年度）
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　　　エ　特殊勤務手当（平成26年４月１日現在）　　　エ　特殊勤務手当（平成26年４月１日現在）　　　エ　特殊勤務手当（平成26年４月１日現在）　　　エ　特殊勤務手当（平成26年４月１日現在）

　　　オ　時間外勤務手当　　　オ　時間外勤務手当　　　オ　時間外勤務手当　　　オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日

　　　　　 現在の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時

　　　　　 間勤務職員を含む。

　　　カ　その他の手当（平成26年４月１日現在）　　　カ　その他の手当（平成26年４月１日現在）　　　カ　その他の手当（平成26年４月１日現在）　　　カ　その他の手当（平成26年４月１日現在）

円

円

円

　　月額　　1,700円　水道料金徴収手当 　水道事業の業務を行う職員 　水道料金の徴収業務

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

千円

　円

　％25.0

支給職員１人当たり平均支給年額（平成25年度決算） 20,400

支給実績（平成25年度決算）

1

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成25年度）

手当の種類（手当数） 種類

61

平均支給年額

364

（平成25年度決算）

1,686 千円

支給職員１人当たり

内容及び支給単価

187,333

職員１人当たり平均支給年額（平成24年度決算）

国の制度

との異同

通勤手当 1,102

一般行政職と同じ扶養手当

手　当　名

千円 110,230

住居手当 一般行政職と同じ

一般行政職と同じ

372 千円 186,000

支給実績（平成24年度決算）

支給実績

（平成25年度決算）

支給実績（平成25年度決算） 5,207

職員１人当たり平均支給年額（平成25年度決算） 473

国の制度と

異なる内容

4,001
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